
大阪市認定こども園大規模改修費補助要綱 

 

制  定 平成28年６月１日 

最近改正 令和８年６月５日 

（目的） 

第１条 この要綱は子どもの安全・安心を図ることから、大阪市内において就学前の子どもに関

する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号）第２条第７項に

基づく幼保連携型認定こども園及び第３条第１項に基づき認定を受けた幼稚園型認定こども

園（以下「認定こども園」という。）を設置運営する者に対して、予算の範囲内で、耐震補強

工事をはじめとした入所児童の安全・安心を推進するための大規模な施設整備（以下「大規模

改修」という。）に要する経費の一部を補助する大阪市認定こども園大規模改修費補助金の交

付にあたり、大阪市補助金等交付規則（平成18年大阪市規則第７号）（以下「交付規則」とい

う。）に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（１）学校教育部分 認定こども園において、学校としての教育を実施する部分をいう。 

（２）保育部分 認定こども園において、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第７条第１項に

規定する児童福祉施設としての保育を実施する部分をいう。 

（３）１号定員 子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）（以下「支援法」という。）第

19条第１号に該当する教育・保育給付認定子どもの定員をいう。 

（４）２号定員 支援法第19条第２号に該当する教育・保育給付認定子どもの定員をいう。 

（５）３号定員 支援法第19条第３号に該当する教育・保育給付認定子どもの定員をいう。 

（６）交付金等 認定こども園施設整備交付金実施要領（平成27年５月21日初等中等教育局長裁

定）に規定する交付金及び児童福祉法第56条の４の３第２項に規定する交付金など、学校教

育部分・保育部分の大規模改修のため国又は大阪府が交付するものをいう。 

 

（補助要件） 

第３条 補助の対象となる施設（以下「補助対象施設」という。）は、次の各号の要件をすべて

具備するものでなければならない。 

（１）補助対象施設における大規模改修の事業（以下「補助事業」という。）を行うにあたり、

資金を必要とする施設。 

（２）整備しようとする施設が、大阪市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び

運営に関する基準を定める条例（平成26年大阪市条例第100号）又は大阪市幼保連携型認定

こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例（平成28年大阪市条例第86号）及び

その他運営に関する基準を満たすものであること。 



（３）補助対象施設が、補助金（大阪市認定こども園整備費補助金その他当該施設の整備補助金

に基づくもの。）を受けている場合で、補助事業が耐震化の改修工事以外の場合は、補助を

受けてから10年以上経過していること。ただし、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津

波その他の異常な自然現象又は火災、爆発等による被害を受けた場合、又は大規模改修のう

ち感染症対策を目的とした改修工事を実施する場合は、この限りではない。 

（４）大規模改修のうち感染症対策を目的とした改修工事については、申請に係る施設が過去に

感染症対策を目的とした改修工事を理由としてその補助事業による補助を受けていないこ

と。 

（５）補助対象施設が当該施設を設置運営している法人の所有であること。 

２ 大規模改修のうち、耐震化の改修工事については、前項の要件に加え、次の各号の要件をす

べて具備するものとする。 

（１）昭和56年５月31日以前に建築確認通知を受けた施設であること。（ただし、昭和56年６月

１日改正の建築基準法施行令における新耐震設計法に基づき建設されたものを除く。） 

 （２）施設の構造に応じ、「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・改修設計指針・同

解説」（2017年改訂版）（一般財団法人日本建築防災協会発行）、「耐震改修促進法のため

の既存鉄骨造建築物の耐震診断及び耐震改修指針・同解説」（2011年度版）（財団法人日本

建築防災協会発行）、及び「木造住宅の耐震診断と補強方法」（2012年度版）（一般財団法

人日本建築防災協会発行）、又は「大阪府 木造住宅の限界耐力計算による耐震診断・耐震

改修に関する簡易計算マニュアル 平成26年９月」（大阪府まちづくり部建築防災課・一般

社団法人日本建築構造技術者協会関西支部監修、公益社団法人大阪府建築士会発行）による

耐震診断の結果、当該建物にかかる構造耐震指標（Ｉｓ値）が0.6に満たないこと、又は保

有水平耐力にかかる指標（ｑ値）が1.0に満たないことから、地震の震動及び衝撃に対して

倒壊し、又は崩壊する危険性があると判断された建物であること。 

 （３）耐震補強後の当該建物にかかる構造耐震指標（Ｉｓ値）が0.6を超え、かつ保有水平耐力

にかかる指標（ｑ値）が1.0を超える耐震性能が得られる工事であること。 

３ 大規模改修のうち、耐震補強工事以外の改修工事（感染症対策を目的とした改修工事を除

く。）については、第１項の要件に加え、次の各号の要件のいずれか一以上に該当するものと

する。 

 （１）一定年数を経過して使用に耐えなくなり、改修が必要となった補助対象施設の躯体（壁、

柱、床、屋根又は梁など）部分や外壁の改修工事及びそれに付属する工事。 

 （２）一定年数を経過して使用に耐えなくなり、改修が必要となった給排水設備、電気設備、ガ

ス設備、冷暖房設備、消防用設備等、付帯設備の改修工事。 

（３）その他、入所児童の安全・安心を向上させるための施設の内部改修工事で市長が必要と認

めるもの。なお、単なる設備の交換、機能向上及び美装化等については対象としない。 

４ 大規模改修のうち、感染症対策を目的とした改修工事については、第１項の要件に加え次の

各号の要件のいずれか一以上に該当するものとする。 



（１）衛生環境の改善を目的としたトイレ及び給食調理場の改修工事であって床の乾式化を行

うもの。 

なお、その際に一体的に実施する改修工事は、必要最低限の範囲で、その必要性が合理

的に説明できるものと市長が認めるものに限り対象とし、既に乾式化されている施設につ

いては対象としない。 

（２）手洗い場の新規設置又は既存設備の改修工事。 

なお、手洗いの徹底のための増設や非接触型蛇口の設置等、衛生環境の改善を目的とす

ることが合理的に説明できるものと市長が認めるものに限り対象とする。 

（３）第１号及び第２号以外の感染症対策を目的とした工事であって、当該工事によって感染症

対策に効果が生じることが合理的に説明できるものと市長が認めるものに限り対象とする。 

 

（補助金の額及び補助率） 

第４条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、次のとおりとする。 

（１）施設の整備に必要な工事費又は工事請負費（以下「工事費等」という。）及び工事事務費

（工事施行のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印

刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6％に相当する額

を限度額とする。）並びに実施設計に要する費用。 

（２）仮設施設整備に必要な賃借料及び工事費等 

２ 補助金の額の算定方法は、前項の補助対象経費について３者以上の見積もりの最も低い価

格と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額と補助対象経費の実支出額を比較し

ていずれか少ない方の額に、４分の３を乗じて得た額（1,000円未満の端数がある場合は、こ

れを切り捨てた額）とする。なお、補助対象経費については、その合計の額が500万円以上（感

染症対策を目的とした改修工事は300万円以上）であることとし、前条第２項においては上限

を１億円とし、前条第３項においては上限を3,000千万円とし、前条第４項においては上限を

500万円とする。また、前条第２項の耐震化に併せて前条第３項の耐震化以外の改修工事を行

う場合は、同内容を精査のうえ、耐震化及び耐震化以外の改修工事額を算出（工事事務費等、

ここに算出しがたい場合は工事額に基づく案分とする。）し、補助対象経費として耐震化部分

については１億円を、耐震化以外の部分については3,000千万円をそれぞれ上限とする。 

３ 施設整備にあたり、共用部分及び共通の設備等にかかる学校教育部分と保育部分の工事費

等の補助対象経費割合については、次のとおりとする。 

（１）１号定員に応じた延床面積と２号定員及び３号定員に応じた延床面積により按分する。 

（２）前号の規定に関わらず、日常的に同一の保育室を利用するなど前号の面積の算定が困難な

場合は、学校教育部分と保育部分の専有面積の割合により按分する。 

（３）前２号によることが困難な場合又は実際の使用方法と乖離があると市長等が認める場合

は、市長等が別途定める割合により按分する。 

 



（交付の申請） 

第５条 補助金の交付を申請しようとする者は、「大阪市認定こども園大規模改修費補助金の交

付申請について[様式第１号]」に交付規則第４条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しな

ければならない。 

２ 交付規則同条第４号の市長が必要と認める事項は次のとおりとする。 

（１）施設の名称及び所在地 

（２）施設（事業）の種類 

３ 交付規則同条の市長が必要と認める添付書類は次のとおりとする。 

（１）事業計画書 

（２）設計図書(配置図及び平面図（室名・面積・年齢毎児童数を記載したもの）)の写し 

（３）改築の場合は、既存建物との関係明示図の写し 

（４）写真等、補助対象施設の現状を示す資料 

（５）補助対象施設の建物登記簿（原本） 

（６）施設整備特別会計歳入歳出予算書 

（７）室別面積表 

（８）設計監理費、工事費等の見積書の写し 

（９）補助事業に関し他の助成を受ける予定の場合は、その助成内容がわかる書類 

（10）学校法人は全ての事業、社会福祉法人は保育事業のみに関係する会計の本年度及び前年度

の予算書の写し 

（11）学校法人は全ての事業、社会福祉法人は保育事業のみに関係する会計の前々年度収支計算

書（決算書）の写し 

（12）法人財産目録の写し 

（13）定款又は寄附行為の写し 

（14）代表者の印鑑証明書 

４ 申請にあたり本市と事前に協議を行った場合であって、前項に定める添付書類の全部又は

一部を協議時に提出した場合は、交付規則第４条ただし書の規定により、当該書類のうち市長

が認める書類の添付を省略することができる。 

 

（申請の時期） 

第６条 前条に規定する申請は、事業実施前にあらかじめ行い、次条に規定する決定を受けなけ

ればならない。 

 

（交付の決定及び優先順位） 

第７条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じ

て行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であ

るかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたとき



は、「大阪市認定こども園大規模改修費補助金交付決定通知書[様式第２号]」により補助金の

交付の申請を行った者に通知するものとする。なお、補助金の交付にあたり、第５条に基づく

交付申請が申請内容の調査期間中に別に提出され、予算の不足が見込まれる場合は、このう

ち耐震化の改修工事を優先する。また、耐震化及び耐震化以外の大規模改修工事の各整備に

ついて、種別が同じである場合は、補助申請施設において、補助を受けようとする年度の前々

年度の決算における当期末支払資金残高及び積立金の合計額（職員の退職及び施設整備を目

的とした積立金、国庫補助金等特別積立金並びに移行時特別積立金を除く）が低いものを優

先して交付の決定を行う。 

２ 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を

付して、「大阪市認定こども園大規模改修費補助金不交付決定通知書[様式第３号]」により補

助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。 

３ 市長が補助金の交付の決定又は交付しない旨の決定をする場合の交付規則第５条第４項に

規定する通常要すべき標準的な期間は、30日とする。 

４ 交付規則第６条第３項の規定により、付することができる必要な条件は、次のとおりとする。 

（１）補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに価格が単価30万円

以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関す

る法律施行令（昭和30年政令第255号）第14条第１項第２号の規定により文部科学大臣若し

くは厚生労働大臣が別に定める期間の考え方を準用し、その期間を経過するまで、市長の承

認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保

に供し、又は廃棄してはならない。 

（２）補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善

良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図ること。 

 

（申請の取下げ） 

第８条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）が、交付規則第８条第

１項の規定により申請を取り下げようとするときは、「大阪市認定こども園大規模改修費補助

金交付申請取下書[様式第４号]」により行うものとする。 

２ 交付規則同条第１項の「市長が定める期日」は、補助事業者が交付決定通知書を受領した日

の翌日から起算して30日以内とする。 

 

（補助金の交付の時期等） 

第９条 市長は、補助事業が完了したときに補助金を交付する。ただし、市長が特に必要と認め

る場合は、補助金の一部又は全部を補助事業が完了する以前において概算払により交付する

ことができる。 

２ 補助金の交付の決定を受けた者は、第７条第１項に基づき決定された補助金の額の範囲内

で通常払又は概算払による交付を市長に請求するものとする。 



３ 市長は、前項に規定する通常払による請求を受けたときは、第15条の規定による補助金の額

の確定を経た後に、請求を受けた日から30日以内に当該請求にかかる補助金を交付するもの

とする。また、前項に規定する概算払による交付の請求を受けたときは、概算払による交付を

行う必要性を精査し、必要と認めた場合は、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係

る補助金を交付するものとする。 

 

（補助事業の変更等） 

第10条 補助事業者は、交付規則第６条第１項第１号の交付条件に基づき補助事業の内容を変 

更しようとするときは、「大阪市認定こども園大規模改修費補助金補助事業内容変更承認申請

書[様式第５号]」により行うものとし、同項第２号の交付条件に基づき補助事業を中止又は廃

止しようとするときは、「大阪市認定こども園大規模改修費補助金補助事業中止・廃止承認申

請書[様式第６号]」により行うものとする。 

２ 交付規則第６条第１項第１号の「市長が認める軽微な変更」は、次の各号をいずれも充たす

ものとする。ただし、事前に本条第３項で規定する職員に協議しなければならない。 

(１)児童処遇や保育環境の向上を目的とした基準条例等の規定に反しない有用な変更 

(２)補助対象経費が、事業の見直し等（入札の結果によるものを除く。）により減額となり、そ

の額が第７条第１項により市長が申請者に通知した交付決定額の100分の10に満たない場合の

変更 

３ 前項で規定する職員は、こども青少年局幼保施策部環境整備担当課長とする。 

 

（事情変更による決定の取消し等） 

第11条 市長は、交付規則第９条の規定に基づき補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取

消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更するときは、「大阪市認定こども

園大規模改修費補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書[様式第９号]」により行うも

のとする。 

２ 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費

に限り、補助金を交付することができる。 

（１）補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費 

（２）補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費 

３ 第７条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。 

４ 補助事業者は、第１項の規定による通知を受けたとき、取消し又は変更後の補助金の額が既

に交付を受けた補助金の額を下回っているときは、通知を受けた日から20日以内に、既に支出

した補助金の額を市長が交付する納付書により戻入しなければならない。 

５ 補助事業者が前項の規定により戻入する補助金の額は、第２項の規定による補助金の交付

がある場合には、当該補助金の額と相殺することができる。 

 



（補助事業等の適正な遂行） 

第12条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。 

 

（立入検査等） 

第13条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に

対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立

ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。 

 

（実績報告） 

第14条 補助事業者は、補助事業が完了したとき（補助事業等が継続して行われている場合には

各年度の末日）又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、「大阪市認定こども園大規模改修

費補助金実績報告書[様式第10号]」に交付規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に報告

しなければならない。 

２ 交付規則同条第５号の市長が必要と認める事項は、次のとおりとする。 

（１）対象施設の名称及び所在地 

（２）施設（事業）の種類 

３ 第１項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１）事業実績報告書 

（２）施設整備特別会計歳入決算（見込）書 

（３）工事についての契約関係書類の写し 

（４）設計監理についての契約関係書類の写し 

（５）第３号及び第４号に規定する契約についての支払完了分の領収証及び振込金受取書の写

し、未払い分の請求書の写し 

（６）前号に規定する書類で証明される金額が、第３号及び第４号に規定する契約関係書類の金

額と異なる場合は、その理由書 

（７）室別面積表 

（８）建物の配置図・仕様書・平面図（室名・面積・年齢毎児童数を明記したもの）の写し 

（９）補助対象の改修を行った箇所及び周辺部分の写真等 

（10）補助事業に伴う借入金がある場合は、それを証明する書類 

 

（補助金の額の確定等） 

第15条 市長は、前条第１項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の

審査及び領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の

交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合する

と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、「大阪市認定こども園大規模改修費補助金

額確定通知書[様式第11号]」により補助事業者に通知するものとする。 



 

（精算報告） 

第16条 補助事業者は、第９条ただし書きの規定により、概算払で補助金を受け、かつ、前条の

規定による補助金の額の確定にかかる通知を受けたときは、速やかに「大阪市認定こども園大

規模改修費補助金精算報告書[様式第12号]（以下「精算書」という。）」を作成しなければな

らない。ただし、年度の末日まで補助事業等が行われている場合、又は補助事業等が継続して

行われている場合にあっては、概算払による交付を受けた日に属する年度の末日に作成する

ものとする。 

２ 補助事業者は、「精算書」を補助事業終了後20日以内（補助事業等が継続して行われている

場合は、各年度の末日から20日以内）に市長に報告しなければならない。 

３ 市長は、第１項の規定による精算書又は前項の収支決算書の内容を精査し、精算により剰余

又は不足が生じていると認める場合には補助事業者あて通知しなければならない。 

４ 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から20日以内に、剰

余金を市長が交付する納付書により戻入し、又は速やかに不足額に係る請求をしなければなら

ない。 

５ 市長は、前項の規定による不足額に係る請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日

以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。 

 

（支払報告） 

第17条 補助金の交付を受けた者は、補助金交付後速やかに当該補助事業に要した経費の支払

を行い、領収書及び振込金受取書の写しを添えて「大阪市認定こども園大規模改修費補助金支

払報告書[様式第13号]」を補助金交付後10日以内に市長に提出しなければならない。ただし、

概算払により補助金の交付を受けた者は、提出の必要はないものとする。 

 

（決定の取消し） 

第18条 交付規則第17条第１項の規定による通知においては、市長は「大阪市認定こども園大規

模改修費補助金交付決定取消通知書[様式第14号]」により通知するものとする。 

 

（関係書類の整備） 

第19条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、

第15条の通知を受けた日から10年間保存しなければならない。 

 

（仕入控除税額の報告） 

第20条 補助事業者が、補助金の交付後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係

る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、「消費税及び地方消費税に係

る仕入控除税額報告書[様式第15号]」により速やかに市長に報告しなければならない。なお、



補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社、一支所等）であって、自ら

消費税等の申告を行わず、本部（又は本社、本所等）で消費税等の申告を行っている場合は、

本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。 

２ 市長は、前項の報告があった場合には、補助事業者に対して当該仕入控除税額の全部又は一

部を納付させることがある。 

 

（財産の処分の制限） 

第21条 本要綱に基づく補助を受けて取得し、又は効用の増加した財産の処分については、交付

規則第21条の規定によるもののほか、平成20年4月17日雇児発第0417001号厚生労働省大臣官

房会計課長通知「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について」及び平成26年3

月31日25文科初第1443号文部科学省初等中等教育局長通知「私立学校施設整備費補助金（私立

幼稚園施設整備費）に係る財産処分の承認について」の規定による。 

 

（施行の細目） 

第22条 この要綱の施行の細目については、こども青少年局長が定める。 

 

   附 則 

この要綱は、平成28年６月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、令和元年７月８日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、令和元年８月30日から施行し、令和元年７月８日から適用する。 

   附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、令和３年３月30日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、令和４年８月５日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和８年６月５日から施行する。 

 

 



 

（様式第１号） 

 

  年  月  日 

 

（提出先）大 阪 市 長 

 

 

法 人 所 在 地 

法 人 名 

代表者の氏名 

 

大阪市認定こども園大規模改修費補助金の交付申請について 

 

標記の補助金について交付を受けたいので、大阪市認定こども園大規模改修費補助要綱第５

条の規定に基づき、関係書類を添えて次のとおり申請します。 

 

記 

    

１ 申請額     金             円 

 

２ 申請額の算出基礎 

別紙のとおり 

 

３ 整備を行う施設の所在地、施設名称及び施設種別 

施設の所在地：  

施設の名称：  

施 設 種 別：  

 

４ 補助事業の名称、目的及び内容 

   名称： 

   目的及び内容： 

 

 

 

 

 

５ 補助金を必要とする理由 

 

 

 

 

 

 



 

６ 現在行っている事業の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 施設整備における最近 10年間の大阪市補助金の有無 

    

    有  ・  無 

    

    ※「有」または「無」に○をし、「有」の場合は下欄に「補助金名称」「補助年度」

「補助金額」を記入。 

     

 

 

 

 

   

       

 

８ 添付書類 

（１）事業計画書 

 （２）設計図書(配置図及び平面図（室名・面積・年齢毎児童数を記載したもの）)の写し 

 （３）改築の場合は、既存建物との関係明示図の写し 

 （４）写真等、補助対象施設の現状を示す資料 

（５）補助対象施設の建物登記簿（原本） 

（６）施設整備特別会計歳入歳出予算書 

 （７）室別面積表 

 （８）設計監理費及び工事費等の見積書の写し 

 （９）補助事業に関し他の助成を受ける予定の場合は、その助成内容がわかる書類 

 （10）学校法人は全ての事業、社会福祉法人は保育事業のみに関係する会計の本年度及び前年度の

予算書の写し 

 （11）学校法人は全ての事業、社会福祉法人は保育事業のみに関係する会計の前々年度収支計算書

（決算書）の写し 

 （12）法人財産目録の写し 

 （13）定款又は寄附行為の写し 

（14）代表者の印鑑証明書 

  

補助金名称：  

補助年度： 年度 

補助金額： 千円 



 

別紙 申請額の算出基礎 

 

 総事業費 
寄付金等

の収入 

差引額 

（Ａ-Ｂ） 

対象経費の 

支出予定額 
基準額 補助申請額 

 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） （Ｅ） （Ｆ） 

合
計 

   

工事請負費  

  

工事事務費  

解体撤去費  

仮設整備費  

計  

学
校
教
育
部
分 

   

工事請負費  

  

工事事務費  

解体撤去費  

仮設整備費  

計  

保
育
部
分 

   

工事請負費  

  

工事事務費  

解体撤去費  

仮設整備費  

計  

※（Ｄ）欄のうち実施しないものには斜線を引くこと。 

 

  



 

事 業 計 画 書 

１ 施設の名称及び所在地 

名 称： 

 

所在地： 

２ 施 設 の 種 別     型認定こども園 

３ 事業の概要及び効果 

 

４ 設置主体及び経営法人 

所 在 地： 

名   称： 

代表者氏名： 

５ 認可定員 

（単位：人） 
１
号
定
員 

年齢 0 歳児 1 歳児 2 歳児 3 歳児 4 歳児 5 歳児 合計 

整備前       人 

整備後       人 

増減       人 

２
・
３
号
定
員 

年齢 0 歳児 1 歳児 2 歳児 3 歳児 4 歳児 5 歳児 合計 

整備前       人 

整備後       人 

増減       人 

６ 施設の規模及び構造  

 (1)整 備 種 別  耐震改修工事 ・ 耐震改修工事以外 

(2)建 物 の 面 積 

建築面積                      ㎡ 

延面積                       ㎡ 

(うち学校教育部分)  延面積        ㎡ 

(うち保育部分)   延面積        ㎡ 

(3)建 物 の 構 造           造  階建（内   階部分） 

 

  



 

 

７ 施設整備費内訳   

 

(1) 工事（請負）費 

 
             円（うち対象経費       円） 

(2) 工 事 事 務 費  

 
             円（うち対象経費       円） 

(3) 実 施 設 計 費 

 
             円（うち対象経費       円） 

(4) 仮設施設工事費 

 
             円（うち対象経費       円） 

(5) その他の工事費 

 
             円（うち対象経費       円） 

 

 
             円（うち対象経費       円） 

施設整備費合計 

 
             円（うち対象経費       円） 

８ 整備財源内訳   

 

(1) 補助金 

 
             円 

(2) 設置者負担金 

 
             円 

(内訳) 

自 己 資 金 

 
             円 

借 入 金 

 
             円（借入先：         ） 

(3) 整備財源合計 

 
             円 

９ 工 事 期 間 等  

 

(1)工事・請負の別       請負 ・ その他（       ） 

(2)契 約 年 月 日             年   月   日（予定） 

(3)着 工 年 月 日             年   月   日（予定） 

(4)完 成 年 月 日         年   月   日（予定） 

１０ その他参考事項（建設後の抵当権の設定や仕入税額控除の申告時期など） 

 

 

 

 

 



 

     年度施設整備特別会計歳入歳出予算（見込）書 

 

             法 人 名                   

             施 設 名                   

             代表者職氏名                   

 

歳入の部 

費目／区分 金     額 説       明 

整

備

費 

補 助 金 
          

円 
 

設 置 者 負 担 
          

円 
 

合 計 
          

円 
 

 

 

歳出の部 

費目／区分 金     額 説       明 

施

設

整

備

費 

建 築 費 
          

円 
 

工事事務費等  
          

円 
 

合 計 
          

円 
 

 

  



 

 

（様式第２号） 

大阪市指令こ青第   号 

    年   月   日 

 

法人名 

代表者名 様 

 

 

大阪市長  ○○ ○○ 

（担当：こども青少年局幼保施策部幼保企画課） 

 

 

大阪市認定こども園大規模改修費補助金交付決定通知書 

 

 

    年  月  日付けで申請のあった標記補助金については、次の条件を付して 

金         円を交付することを決定したので通知します。 

 

 

記 

 

１ 補助金交付の条件 

（１） この補助金は、補助対象事業（以下「補助事業」と言う）である（法人名）が行う（施

設名）の大規模改修費補助事業として交付するものであり、申請書記載の内容と相違する

ことのないように使用すること。 

（２） 補助事業の内容、経費の配分を変更（市長が認める軽微な変更を除く）する場合には、

市長の承認を受けること。 

（３） 補助事業を中止し、または廃止する場合には、市長の承認を受けること。 

（４） 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに価格が単価 30

万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化

に関する法律施行令（昭和 30 年政令第 255 号）第 14 条第１項第２号の規定により文部

科学大臣若しくは厚生労働大臣が別に定める期間の考え方を準用し、その期間を経過す

るまで、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交

換し、貸付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。 

（５） 補助事業が予定の年度内に完了しない場合又は、補助事業の遂行が困難となった場合

は速やかに市長に報告してその指示を受けること。 

（６） 補助事業により取得し、または効用の増加した財産については、事業の完了後において

も、善良な管理者の注意をもって管理するとともにその効率的な運営を図ること。 

（７） 市長が、補助金にかかる執行の適正を期するため、報告を求め、又は本市職員に事業所、

事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させる必

要があると認めたときは、これに協力すべきこと。 

（８） 工事の経過等事業の進捗状況を必要に応じて市長に報告しなければならないこと。 

（９） 市長は、申請者が補助事業等を遂行することができないことにより、当該年度以前に補



 

助事業の一部が完了し補助金の交付済みのものも含め、補助金の交付の決定を取り消し

た場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されていると

きは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。 

（10）その他、大阪市補助金等交付規則（平成１８年大阪市規則第７号。以下「交付規則」とい

う。）及び大阪市認定こども園大規模改修費補助要綱（以下「要綱」という。）の規定を遵

守すること。 

 

２ その他 

（１） 補助事業にかかる経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、補助金の額

の確定通知書を受けた日から１０年間保存すること 

（２） 本通知の決定内容（交付の条件を含む。）に不服があるときは、この通知を受け取った

日の翌日から起算して３０日以内に申請の取下げをすることができる。 

（３） 概算払いでの補助金の請求については、要綱第 14条第３項第３号及び第４号に定める

契約書の写しを添付すること。 

 

  



 

（様式第３号） 

大こ青第    号 

    年  月  日 

 

法人名 

代表者名  様 

 

 

大阪市長 ○○ ○○ 

 

 

大阪市認定こども園大規模改修費補助金不交付決定通知書 

 

 

     年  月  日付けで申請のありました大阪市認定こども園大規模改修費補助金に

ついては、次の理由により交付しないことに決定しましたので通知します。 

 

 

記 

 

 

１ 交付しない理由 

 

 

  



 

（様式第４号） 

    年  月  日 

 

（提出先）大 阪 市 長 

 

 

所 在 地 

法 人 名 

代表者の氏名 

 

 

大阪市認定こども園大規模改修費補助金交付申請取下書 

 

 

    年  月  日付け大阪市指令こ青第    号にて通知のありました大阪市認定

こども園大規模改修費補助金の交付決定については、大阪市補助金等交付規則（平成 18年大阪

市規則第７号）第８条及び大阪市認定こども園大規模改修費補助要綱第８条の規定に基づき、

次のとおり申請を取り下げます。 

 

 

記 

 

 

１ 補助金交付決定通知書を受け取った日  

 

 

２ 取下げの理由 

 

 

 

  



 

（様式第５号） 

    年  月  日 

 

（提出先）大 阪 市 長 

 

 

所 在 地 

法 人 名 

代表者の氏名 

 

 

大阪市認定こども園大規模改修費補助金補助事業内容変更承認申請書 

 

 

     年  月  日付け大阪市指令こ青第    号にて補助金の交付決定を受けた補

助事業について、次のとおり変更する必要がありますので、大阪市認定こども園大規模改修費

補助要綱第 10条の規定に基づき、大阪市長の承認を申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 変更する内容及びその理由 

  【変更内容】 

 

 

 

 

  【理由】 

 

 

 

 

２ 添付書類 

(1) 事業計画書 

(2) その他市長が必要とするもの 

 

 

 

 

 

 

  



 

（様式第６号） 

    年  月  日 

 

 

（提出先）大 阪 市 長 

 

 

所 在 地 

法 人 名 

代表者の氏名 

 

 

大阪市認定こども園大規模改修費補助金補助事業中止・廃止承認申請書 

 

 

    年  月  日付け大阪市指令こ青第    号にて補助金の交付決定を受けた補

助事業について、次のとおり中止・廃止する必要がありますので、大阪市認定こども園大規模改

修費補助要綱第 10条の規定に基づき、大阪市長の承認を申請します。 

 

 

記 

 

１ 中止・廃止の理由（中止の場合は、その期間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

（様式第７号） 

 

大阪市指令こ青第  号 

    年  月  日 

 

法人名 

代表者名 様 

 

 

大阪市長 ○○ ○○ 

 

 

大阪市認定こども園大規模改修費補助金事業内容変更等承認通知書 

 

 

     年  月  日付けで申請のあった大阪市認定こども園大規模改修費補助要綱第 10

条に規定する承認申請について、次のとおり承認することを通知します。 

 

記 

 

１ 承認する内容等 

 

 

２ 承認条件 

 

 

 

 

 

 

  



 

（様式第８号） 

 

大阪市指令こ青第  号 

    年  月  日 

 

法人名 

代表者名 様 

 

 

大阪市長 ○○ ○○ 

 

 

大阪市認定こども園大規模改修費補助金事業内容変更等不承認通知書 

 

 

     年  月  日付けで申請のあった大阪市認定こども園大規模改修費補助要綱第 10

条に規定する承認申請について、次のとおり承認しませんので通知します。 

 

記 

 

１ 承認しない理由 

 

 

 

  



 

（様式第９号） 

大阪市指令こ青第  号 

    年  月  日 

 

法人名 

代表者名 様 

 

 

大阪市長 ○○ ○○ 

 

 

大阪市認定こども園大規模改修費補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書 

 

 

     年  月  日付け大阪市指令こ青第    号にて交付決定しました大阪市認定

こども園大規模改修費補助金については、次のとおり取消し・変更することを決定しましたの

で通知します。 

 

記 

 

１ 取消し・変更の内容 

 

 

２ 取消し・変更の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

（様式第 10号） 

    年  月  日 

 

 

（提出先）大 阪 市 長 

 

法 人 名 

所 在 地 

代表者の氏名 

 

大阪市認定こども園大規模改修費補助金実績報告書 

 

    年  月  日付大阪市指令こ青第    号で交付決定を受けた標記補助金にか

かる事業の実績について、大阪市認定こども園大規模改修費補助要綱第 13 条の規定に基づき、

下記関係書類を添え報告します。 

 

記 

 

１ 補助金予定額                  円 

 

 

２ 予定額の算出基礎 

別紙のとおり 

 

３ 整備を行った施設の所在地・施設名及び施設種別 

施設の所在地：  

施設の名称 ：  

施 設 種 別 ：  

 

４ 補助事業等の名称 

 

 

 

５ 補助金等の交付の決定にかかる通知書の交付日及び交付番号 

 

       年  月  日 大阪市指令こ青第     号 

 

  



 

６ 添付書類 

（１）事業実績報告書 

 （２）施設整備特別会計歳入決算（見込）書 

 （３）工事についての契約関係書類の写し 

 （４）設計監理についての契約関係書類の写し 

 （５）第３号及び第４号に規定する契約についての支払完了分の領収証及び振込金受取書の

写し、未払い分の請求書の写し 

 （６）前号に規定する書類で証明される金額が、第３号及び第４号に規定する契約関係書類の

金額と異なる場合は、その理由書 

 （７）室別面積表 

 （８）建物の配置図・仕様書・平面図（室名・面積・年齢毎児童数を明記したもの）の写し 

 （９）補助対象の改修を行った箇所及び周辺部分の写真等 

 （10）補助事業に伴う借入金がある場合は、それを証明する書類 

 

  



 

別紙 予定額の算出基礎 

 

 総事業費 
寄付金等

の収入 

差引額 

（Ａ-Ｂ） 

対象経費の 

支出予定額 
基準額 補助予定額 

 （Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ｄ） （Ｅ） （Ｆ） 

合
計 

   

工事請負費  

  

工事事務費  

解体撤去費  

仮設整備費  

計  

学
校
教
育
部
分 

   

工事請負費  

  

工事事務費  

解体撤去費  

仮設整備費  

計  

保
育
部
分 

   

工事請負費  

  

工事事務費  

解体撤去費  

仮設整備費  

計  

※（Ｄ）欄のうち実施しなかったものには斜線を引くこと。 

 



 

事業実績報告書 

１ 施設の名称及び所在地 

名 称： 

 

所在地： 

２ 施 設 の 種 別 型認定こども園 

３ 事業の概要及び効果 

 

４ 設置主体及び経営法人 

所 在 地： 

名   称： 

代表者氏名： 

５ 認可定員 

（単位：人） 
１
号
定
員 

年齢 0 歳児 1 歳児 2 歳児 3 歳児 4 歳児 5 歳児 合計 

整備前       人 

整備後       人 

増減       人 

２
・
３
号
定
員 

年齢 0 歳児 1 歳児 2 歳児 3 歳児 4 歳児 5 歳児 合計 

整備前       人 

整備後       人 

増減       人 

６ 施設の規模及び構造  

 (1)整 備 種 別  耐震改修工事 ・ 耐震改修工事以外 

(2)建 物 の 面 積 

建築面積          ㎡ 

延面積           ㎡ 

(うち学校教育部分)  延面積        ㎡ 

(うち保育部分)   延面積        ㎡ 

(3)建 物 の 構 造           造  階建（内   階部分） 

 

  



 

 

７ 施設整備費内訳   

 

(1) 工事（請負）費 

 
             円（うち対象経費       円） 

(2) 工 事 事 務 費  

 
             円（うち対象経費       円） 

(3) 実 施 設 計 費 

 
             円（うち対象経費       円） 

(4) 仮設施設工事費 

 
             円（うち対象経費       円） 

(5)その他の工事費 

 
             円（うち対象経費       円） 

 

 
             円（うち対象経費       円） 

施設整備費合計 

 
             円（うち対象経費       円） 

８ 整備財源内訳   

 

(1) 補助金 

 
             円 

(2) 設置者負担金 

 
             円 

(内訳) 

自 己 資 金 

 
             円 

借 入 金 

 
             円（借入先：         ） 

整備財源合計 

 
             円 

９ 工 事 期 間 等  

 

(1)工事・請負の別       請負 ・ その他（       ） 

(2)契 約 年 月 日             年   月   日 

(3)着 工 年 月 日             年   月   日 

(4)完 成 年 月 日             年   月   日 

１０ その他参考事項（建設後の抵当権の設定や仕入税額控除の申告時期など） 

 

 

 

 

 

 

 



 

    年度施設整備特別会計歳入歳出決算（見込）書 

 

             法 人 名                   

             施 設 名                   

             代表者職氏名                   

 

歳入の部 

費目／区分 金     額 説       明 

整

備

費 

補 助 金 
          

円 
 

設 置 者 負 担 
          

円 
 

合 計 
          

円 
 

 

 

歳出の部 

費目／区分 金     額 説       明 

施

設

整

備

費 

建 築 費 
          

円 
 

工事事務費等 
          

円 
 

合 計 
          

円 
 

 

 

 

 

  



 

（記載例）※契約内容及び相手方により大阪市と協議のうえ文章体裁を整えること。 

 

    年  月  日 

 

 

（提出先）大 阪 市 長 

 

 

                 （補助事業者） 

法 人 名 

所 在 地 

代表者の氏名                

 

                 （施工業者等） 

法 人 名 

所 在 地 

代表者の氏名                

 

 

工 事 契 約 金 額 報 告 書 

 

 

 発注者（委託者）「補助事業者名」と請負者（委託者）「施工業者等」は、「施設名」建設工

事に係る工事請負契約（設計管理委託契約）を次のとおり締結し施工（設計図書の作成）する

とともに、補助金（交付金）についてもこれに基づき算定したことを報告する。 

 

 

契約名称 契約年月日 契約金額 

○○認定こども園耐震補強工事     年  月  日  金          円 

     年  月  日 金          円 

     年  月  日  金          円 

○○認定こども園設計監理契約     年  月  日  金          円 

     年  月  日  金          円 

     年  月  日  金          円 

 

 

 

 

  



 

（様式第 11号） 

大こ青第      号 

    年  月  日 

 

 

法人名 

代表者名 様 

 

 

大阪市長 ○○ ○○ 

 

 

大阪市認定こども園大規模改修費補助金額確定通知書 

 

 

     年  月  日付け大阪市指令こ青第   号にて交付決定しました大阪市認定こ

ども園大規模改修費補助金については、次のとおり補助金額を確定しましたので通知します。 

 

 

記 

 

 

１ 確定金額     金           円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

（様式第 12号） 

    年  月  日  

 

（提出先）大 阪 市 長 

 

 

所 在 地 

法 人 名 

代表者の氏名 

 

 

大阪市認定こども園大規模改修費補助金精算報告書 

 

 

    年  月  日付け大阪市指令こ青第    号にて補助金の交付決定を受けまし

た標記補助について、大阪市認定こども園大規模改修費補助要綱第 16条の規定に基づき、次の

とおり精算報告します。 

 

 

記 

 

 

１ 補助対象事業の名称 

  

２ 補助金の予定金額   金          円 

補助金受入済額   金          円 

  補 助 金 精 算 額   金          円 

 

３ 添付書類 

 （１）収支計算書（任意様式） 

 （２）経費の支出を確認できる領収書の写し等 

  



 

（様式第 13号） 

 

    年  月  日 

 

（提出先）大 阪 市 長 

 

 

所 在 地                

法 人 名                

法人代表者名                

 

  

大阪市認定こども園大規模改修費補助金支払報告書 

 

 

    年  月  日付け大阪市指令こ青第    号にて補助金の交付決定を受けまし

た補助事業について、当該補助事業に係る支払いが完了しましたので、大阪市認定こども園大

規模改修費補助要綱第 17条の規定に基づき、領収書及び振込金受領書の写しを添えて報告しま

す。 

 

  



 

（様式第 14号） 

大阪市指令こ青第    号 

    年  月  日 

 

法人名 

代表者名 様 

 

 

大阪市長 ○○ ○○ 

 

 

大阪市認定こども園大規模改修費補助金交付決定取消通知書 

 

 

    年  月  日付け大阪市指令こ青第    号にて交付決定しました大阪市認定

こども園大規模改修費補助金については、大阪市認定こども園大規模改修費補助要綱第 18条の

規定により、次のとおり取消しすることを決定しましたので通知します。 

 

 

記 

 

 

 １ 取消しの内容 

 

 

 ２ 取消しの理由 

 

 

  



 

（様式第 15号） 

 

    年  月  日 

 

（提出先）大 阪 市 長 

  

 

所 在 地                

法 人 名                

法人代表者名                

 

  

    年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 

 

 

    年  月  日付け大阪市指令こ青第    号にて交付決定を受けた大阪市認定

こども園大規模改修費補助金について、大阪市認定こども園大規模改修費補助要綱第 20条の規

定に基づき、次のとおり報告します。 

 

 

記 

 

 

１ 補助金交付額 

 

金            円 

 

２ 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税額に係る仕入控除税額

（要補助金返還額） 

 

金            円 

 

３ 添付書類 

(1) ２の消費税及び地方消費税額に係る仕入控除税額に係る確定申告の写し（確定申告後に

修正申告等を行った場合にはその修正申告の写し等） 

(2) ２の消費税及び地方消費税額に係る仕入控除税額の積算内訳等 

(3) その他市長が必要とするもの。 

 


